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第８ 屋内タンク貯蔵所 

（危政令第１２条） 

 

１ 区分等 

⑴ 屋内タンク貯蔵所は、貯蔵する危険物の種類、貯蔵形態等に応じ、技術上の基準の適用

が法令上、次のように区分される。 

 

        第８－１表 各種の屋内タンク貯蔵所に適用される基準 

区             分 危  政  令 危  規  則 

 

 平屋建の建築物に設置するもの 
 

 

 12条1項 
 

 

 
 

 

  

 

  
 

 

アルキルアルミニウム等 
 

 

 12条1項 ＋ 3項 
 

 

22条の7・22条の8 
 

 

アセトアルデヒド等 
 

 

 12条1項 ＋ 3項 
 

 

22条の7・22条の9 
 

ヒドロキシルアミン等 

 

 12条1項 ＋ 3項 
 

 

22条の7・22条の10 
 

 

 平屋建以外の建築物に設置するもの 
 

 

 12条2項 
 

 

 
 

 

⑵ 屋内タンク貯蔵所において貯蔵することができる危険物以外の物品は、第７「屋外タン

ク貯蔵所」１⑵の例による。【平10.3.16 消防危第26号通知】 

 

２ 規制範囲 

屋内タンク貯蔵所とは、屋内にあるタンク（地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所並び

に移動タンク貯蔵所を除く。）において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所をいい、専

用室、ポンプ設備（室）及びその他の附属設備を含む。 

 

３ 許可数量の算定等 

⑴ 危規則第２条に定めるタンクの内容積の計算方法及び危規則第３条のタンクの空間容積

の計算方法により、最大貯蔵数量を算定する。 

⑵ 最大貯蔵数量は、一のタンク専用室内にあるタンク容量の合計量をいうものであること。

したがって、指定数量未満の危険物を貯蔵するタンクが二以上ある場合で、その量の合計

が指定数量以上である場合は、屋内タンク貯蔵所に該当するものである。 

 

４ 位置、構造及び設備の基準 

⑴ タンク専用室 

タンク専用室には、タンク及びこれに附属する設備（配管を含む。）に限り設置できる。 

⑵ 屋内貯蔵タンクと屋根との間隔◆ 

危政令第12条第１項第２号の規定を準用して、タンク専用室の屋根（上階がある場合は
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上階の床）及びはりとの間隔は0.5メートル以上とすること。 

⑶ 標識、掲示板 

第５「製造所」４⑶の例によるものである。 

⑷ 通気管 

ア 危政令第12条第１項第７号に規定する通気管のうち、アルコールを貯蔵するタンクに

あっては、危規則第20条第２項の規定に係わらず大気弁付通気管とすることができる。

【昭37.10.19 自消丙予発第108号質疑】 

イ 横引き管は、概ね100分の１以上の上り勾配とし、引火防止網は40メッシュ以上とす

る。 

⑸ 注入口 

ア 第７「屋外タンク貯蔵所」４⑴ソの例によるものである。 

なお、注入口が注入管よりも低い位置に設置する場合は、注入口付近に仕切弁及び

逆止弁を設置する。 

イ タンク専用室内に注入口を設けることは、作業時における出入口の自動閉鎖障害と

なることから、火災予防上安全とは認められない。◆ 
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⑹ ポンプ設備 

危政令第12条第１項第９号の２及び同条第２項第２号の２の規定により法令上、次の

ように区分される。 

 

第８－２表 屋内タンク貯蔵所におけるポンプ設備の設置基準 

ポンプ設備の設置種別 

ポ ン プ 室 の 構 造 ポ ン プ 室 等 の 設 備 

壁、柱、床

及びはり 
屋根の構造 窓、出入口 流出防止措置 

ポ ン プ 設

備 の 固 定

方法 

採光、照明 換気、排出 

タンク専用室の存

する建築物以外の

場所に設けるポン

プ設備 

単 独 の

ポ ン プ

室 内 に

設置 

不燃材料 

不燃材料と

し、軽量な

金属板等で

ふく。 

窓、出入口は防

火設備でガラス

を用いる場合は

網入りガラス。 

高さ２０ｃｍ以上の不

燃材料の囲い、危険物

が浸透しない構造、傾

斜 、 貯 留 設 備 を 設 け

る。※１  

ア ン カ ー

ボ ル ト 等

に よ り 堅

固 な 基 礎

上 に 固 定

する。 

採 光 は 照

明 に よ り

代 替 で き

る。 

第１７「換気設

備等」による。 

ポ ン プ

室 以 外

の 屋 外

の 場 所

設置 

   ポンプ設備直下の地盤

面の周囲に高さ１５ｃ

ｍ以上の不燃材料の囲

い又は危険物が浸透し

ない構造、傾斜、貯留

設備、第４類（非水溶

性に限る。）は油分離

装置を設ける 

同 上 

  

タ
ン
ク
専
用
室
の
存
す
る
建
築
物
に
設
け
る
ポ
ン
プ
設
備
（
屋
内
設
置
） 

平 屋 建 て

の 建 築 物

内 に 設 け

る 屋 内 貯

蔵 タ ン ク

の ポ ン プ

設備 

タ ン ク

専 用 室

以 外 の

同 一 の

建 築 物

内 に 設

置 

不燃材料 

不燃材料と

し、軽量な

金属板等の

不燃材料で

ふく 

窓、出入口は防

火設備でガラス

を用いる場合は

網入りガラス。 

高さ２０ｃｍ以上の不

燃材料の囲い、危険物

が浸透しない構造、傾

斜 、 貯 留 設 備 を 設 け

る。 

※２  

同 上 

採 光 は 照

明 に よ り

代 替 で き

る。 

第１７「換気設

備等」による。 

タ ン ク

専 用 室

内 に 設

置 

耐 火 構

造 、 は り

は 不 燃 材

料 

※３  

不燃材料と

し、天井を

設けないこ

と。 

窓、出入口は防

火設備でガラス

を用いる場合は

網入りガラス。

延焼のおそれの

ある部分は自動

閉鎖式の特定防

火設備とし、窓

は 設 け ら れ な

い。 

出入口のしきいの高さ

以上の高さの不燃材料

で囲うか又はポンプの

基礎の高さをしきい以

上の高さとし、危険物

が浸透しない構造、傾

斜 、 貯 留 設 備 を 設 け

る。 

同 上 同 上 同 上 

平 屋 建 て

以 外 の 建

築 物 に 設

け る 屋 内

貯 蔵 タ ン

ク （ 引 火

点 ４ ０ ℃

以 上 の 第

４ 類 の 危

険 物 の

み 。 ） の

ポ ン プ 設

備 

タ ン ク

専 用 室

以 外 の

建 築 物

内 に 設

置 

耐火構造 

上階の床は

耐火構造と

し、上階の

ない場合は

屋根を不燃

材 料 で 造

り、天井を

設けないこ

と。 

窓は設けられな

い、出入口は自

動閉鎖式の特定

防火設備。 

高さ２０ｃｍ以上の不

燃材料の囲い、危険物

が浸透しない構造、傾

斜 、 貯 留 設 備 を 設 け

る。 同 上 同 上 

第１７「換気設

備等」による。 

防火ダンパーを

設置する。 

タ ン ク

専 用 室

内 に 設

置 

同 上 同 上 同 上 

高さ２０ｃｍ以上の不

燃材料の囲い等による

危険物の流出入防止措

置を講ずる。 
同 上 同 上 同 上 

○ 引火点２１度未満の第４類の危険物を取り扱うポンプ設備には、見やすい位置に掲示板を設ける。 

※１ 危険物が浸透しない構造には、コンクリート、金属板等で造られたものをいう。 

※２ 油分離装置の容量は、当該装置に流入することが予想される油量に応じたものとし、その槽数は３連式ないし

４連式とする。 

※３ 引火点が７０度以上の第４類の危険物のみのタンク専用室にあっては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を

不燃材料で造ることができる。 

 

⑺ 弁、水抜管 

第７「屋外タンク貯蔵所」４⑴チ及びツの例による。 

⑻ 配管 

第５「製造所」４⒇の例による。 

 



第８ 屋内タンク貯蔵所 

８６ 

⑼ 配管の耐震措置 

第７「屋外タンク貯蔵所」４⑴トの例による。 

⑽ タンク専用室の構造等 

ア 構造 

(ｱ) 危政令第12条第１項第16号に規定する「危険物が浸透しない構造」とは、第５

「製造所」４⑻の例による。 

(ｲ) 危政令第12条第１項第16号に規定する「適当な傾斜」とは、第５「製造所」４⑾

アの例による。 

(ｳ) 危政令第12条第１項第16号に規定する「貯留設備」とは、第５「製造所」４⑾エ

の例によることとし、ためますについては、別添第１－７「滞留及び流出を防止す

る設備例」の構造例による。 

(ｴ) 危政令第12条第１項第17号の規定により設けるしきいによって、貯蔵する危険物の

全量を収容することができないものにあっては、当該危険物の全量を収容できるしき

いの高さとするか、又はこれに代わるせきを設ける。（第８－１図参照）この場合の

せきは、鉄筋コンクリート造、または鉄筋コンクリートブロック造とするほか、屋内

貯蔵タンクとの間に0.5メートル以上の間隔を保つこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８－１図 せきを設ける場合の例 

 

(ｵ) 危政令第12条第２項第８号に規定される屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク

専用室以外の部分に流出しない構造とは、出入口のしきいの高さを高くするか又はタ

ンク専用室内にせきを設ける等の方法で、タンク専用室内に収容されている危険物の

全容量が収容できるものである。【昭46.7.27 消防予第106号通知】 

(ｶ) タンク専用室の出入口は、容易に出入りできる大きさ（幅75センチメートル以上、

高さ1.8メートル以上）とする。◆ 

(ｷ) 屋外から直接地階に設置したタンク専用室へ出入りする場合は、階段又はタラップ

等を設置した前室を設け、出入口は消防活動上支障とならない大きさとするものとす

る。 

なお、この前室はタンク専用室の一部とする。◆ 

(ｸ) タンク専用室内の壁又は屋根（上階の床を含む。）に結露防止等のために保温材を

使用する場合は、不燃材料とするものとする。◆ 
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イ 採光、照明、換気及び排出設備 

第５「製造所」４⑼及び⑽の例による。 

なお、地階にタンク専用室が存する場合の換気設備については、次による。 

(ｱ) 強制換気又は自動強制換気設備を設ける。 

(ｲ) 自動火災報知設備又は消火設備の作動により給気が自動的に停止できるものにあっ

ては、建築物に設けられる給気設備と共用できる。 

⑾ 電気設備 

第５「製造所」４⒃の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


